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平成２３年第９回ひたちなか市 

教育委員会７月定例会会議録 

 

開会 １４：００ 

 

委 員 長  （あいさつ，開会の宣告） 

委 員 長  それでは，議事に入ります。 

       議案審議の都合により，議案第２９号は後ほどとなりまして，報告第５号を先

に審議したいと思います。 

         それでは報告第５号「ひたちなか市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を

改正する告示制定について」担当者より説明願います。 

生涯学習課長 （資料に基づき説明） 

委 員 長  報告第５号について質問，意見等ありますか。 

委 員 長  民間企業において，土日出勤など勤務日変更がありましたが，今回の要綱改正 

との関係はあるのですか。 

生涯学習課長  今回の要綱改正には関係ありません。勤務変更に関する対応としましては，７

月２日から外野小学校で臨時学童クラブを開催しております。参加人数について

は８３人の申込みがあり，第１回目の７月２日には３０名ほどの参加がありまし

た。 

委 員 長  外野小では８０名ということですが，８０名を超える申込みがあった場合には 

どうなるのでしょうか。 

生涯学習課長  青少年ホームを使用することになります。 

  委 員 長  他にご意見がなければ，報告第５号について承認を求めます。賛成の委員は挙

手願います。 

       （全ての委員挙手する） 

       報告第５号について承認しました。 

       次に，報告第６号「平成２３年度ひたちなか市放課後児童健全育成事業補助金

交付要綱の告示制定について」担当者より説明願います。 

 生涯学習課長 （資料に基づき説明） 

  委 員 長  報告第６号について質問，意見等ありますか。 

  石 田 委 員  市内学童クラブの児童の合計は８箇所合計で何名程になるのですか。 

  生涯学習課長  合計で約２５０名になります。 

  委 員 長  学童クラブを利用する方は増えているのでしょうか。 

  生涯学習課長  増加傾向にあると思います。 

  委 員 長  他にご意見がなければ，報告第６号について承認を求めます。賛成の委員は挙

手願います。 
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       （全ての委員挙手する）  

       報告第６号について承認いたしました。       

 

そ の 他  ・市政懇談会の結果について（教育次長説明） 

       ・学校プール等のプール水の水質調査結果について（総務課長説明） 

       ・平成２３年度市職員（調理員）採用試験について（総務課長説明） 

 

       （施設整備課長，生涯学習課長，学務課長，中央図書館長退室） 

 

委 員 長  次に，議案第２９号「平成２４年度中学校において使用する教科用図書並びに 

小・中学校特別支援学級（知的障害）において使用する教科用図書（茨城県第２ 

採択地区）について」は，委員会内部又は相互における審議，決定の場であり， 

公開することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれる 

恐れがあるため非公開にしたいと思います。 

       非公開とするときは，討論を行わないでその可否を決定しなければならないと

されていますので，この案件を非公開とすることに賛成の方の挙手をお願いしま

す。 

       （委員全員挙手） 

委 員 長  賛成の方が出席委員の３分の２を超えていますので，非公開とします。 

      

  （平成２４年度教科用図書について内容説明） 

  （別紙のとおり） 

 

  委 員 長  それでは教育委員会の非公開を解きたいと思います。    

        

 

委 員 長  それでは７月定例委員会を閉会いたします。 

 

閉会 １５：１０ 

  

※ 休憩の後，佐野小学校の教職員と懇談をした。 

 

 


